
京都市乗合自動車循環 1 号系統の運行に関する規程を廃止する規程を公布する。 

  令和２年３月１９日 

京都市公営企業管理者 

交通局長 山本 耕治 

京都市交通局管理規程第１８号 

   京都市乗合自動車循環 1 号系統の運行に関する規程を廃止する規程 

 京都市乗合自動車循環 1 号系統の運行に関する規程は，廃止する。 

   附 則 

 この規程は，令和２年３月２０日から施行する。 

（交通局営業推進室） 

 


